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１-１．６５歳超雇用推進助成金
【改正後の内容】
⇒措置を講じた日から起算して、６か月前の日から支給申請日
の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢
者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第
８条又は第９条第１項の規定と異なる定めをしていないこと
を支給要件として追加
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１-１．６５歳超雇用推進助成金
【改正後の内容】
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１-２．６５歳超継続雇用促進コース
【改正後の内容】
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１-３．６５歳超継続雇用促進コース
【改正後の内容】
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１-４．６５歳超継続雇用促進コース
【改正後の内容】
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２．中途採用等支援助成金
【改正後の内容】
生涯現役起業支援コース
⇒令和３年度限りで廃止
（令和４年度は経過措置分のみ実施）
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３-１．両立支援等助成金（子育てパパ支援助成金）
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３-１．両立支援等助成金（子育てパパ支援助成金）
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３-１．両立支援等助成金（子育てパパ支援助成金）
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３-１．両立支援等助成金（子育てパパ支援助成金）
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３-１．両立支援等助成金（子育てパパ支援助成金）
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３-２．両立支援等助成金（育児休業等支援コース）
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３-２．両立支援等助成金（育児休業等支援コース）
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３-２．両立支援等助成金（育児休業等支援コース）

【改正後の内容】
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づきその雇用する被保険者の

円滑な育児休業の取得・職場復帰の支援に取り組んだ場合の助成について

育児休業中の被保険者の業務の代替要員を確保せず、業務の効率化、周囲

の労働者等により当該業務をカバーした場合の加算（職場支援加算）を廃止
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※働くパパママ育休取得応援奨励金（東京都）
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※働くパパママ育休取得応援奨励金（東京都）
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※働くパパママ育休取得応援奨励金（東京都）
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※働くパパママ育休取得応援奨励金（東京都）
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３-３．両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）

【改正後の内容】
・対象事業主の要件に不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を示し

労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること

を追加

・長期休暇の加算に係る助成金の支給について、１事業主あたり１人まで

の支給に限ること
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３-４．両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）
【改正後の内容】
介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症

対応特例）については、令和４年度末まで延長
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３-５．両立支援等助成金（女性活躍加速化コース助成金）
【改正後の内容】
女性活躍加速化コース助成金については、令和３年度限りで廃止

（令和４年度は経過措置分のみ実施）
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３-６．両立支援等助成金
【改正後の内容】

へ）新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による
休暇取得支援コース助成金の期限延長

⇒対象期間を、令和５年３月31日まで延長
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４－１．人材確保等支援助成金
【改正後の内容】

建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の新設
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４－１．人材確保等支援助成金
【改正後の内容】

建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の新設
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４－２．人材確保等支援助成金
【改正後の内容】

建設分野雇用管理制度助成コース

⇒令和3年度限りで廃止
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５－１．キャリアップ助成金（正社員化コース）
【改正後の内容】
有期契約労働者及び派遣労働者（派遣元事業主と期間の定めのある労働

契約を締結しているものに限る。）を無期雇用労働者に転換又は直接雇

用した場合の助成を廃止
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５－２．キャリアップ助成金（賃金規定等共通化コース）
【改正後の内容】
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５－３．キャリアップ助成金（賞与・退職金制度導入コース）
【改正後の内容】
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５－３．キャリアップ助成金（賞与・退職金制度導入コース）
【改正後の内容】

賞与又は退職金制度のどちらか一方を講じた場合
⇒１事業所当たり38万円〈48万円〉（28.5万円〈36万円〉）

賞与及び退職金制度の両方を講じた場合
⇒１事業所当たり54万円〈67.2万円〉（40.5万円〈50.4万円〉）
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５－４．キャリアップ助成金（短時間労働者労働時間延⾧コース）

【改正後の内容】

・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給
し、新たに社会保険に適用させた場合⇒３時間以上５時間未満延長した場合の加算を廃止

・加えて１時間以上２時間未満及び２時間以上３時間未満延長した場合の基本給の昇給割合
を低下させるとともに加算額を増額
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５－４．キャリアップ助成金（短時間労働者労働時間延⾧コース）
【改正後の内容】

支給額の見直し
≪支給額≫

３時間以上 ⇒１人当たり22.5万円〈28.4万円〉（16.9万円〈21.3万円〉）

１時間以上２時間未満（10％以上昇給）

⇒１人当たり5.5万円〈７万円〉（4.1万円〈5.2万円〉）

２時間以上３時間未満（６％以上昇給）

⇒１人当たり11万円〈14万円〉（8.3万円〈10.5万円〉）

・本コースにおける全ての暫定措置を令和６年９月30日まで延長

※１年度１事業所当たり支給申請上限人数45人まで
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】（令和4年10月1日以降の正社員転換に適用）
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】（令和4年10月1日以降の正社員転換に適用）
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５－１．キャリアップ助成金（正社員化コース）
【改正後の内容】（令和4年10月1日以降の正社員転換に適用）
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】（令和4年10月1日以降の正社員転換に適用）
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】（令和4年10月1日以降の正社員転換に適用）
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】（令和4年10月1日以降の正社員転換に適用）
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】（令和4年10月1日以降の正社員転換に適用）
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】正社員化コース(全体）について
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】正社員化コース(全体）について
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５－５．キャリアップ助成金（正社員・障害者正社員化コース）
【改正後の内容】正社員化コース(全体）について
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６－１．人材開発支援助成金（特定訓練コース）
【改正後の内容】
以下を対象事業主の要件として追加

・労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその

雇用する被保険者に対し、キャリア形成の節目において定期的

に実施されるキャリアコンサルティングの機会の確保（セルフ

・キャリアドック）に係る措置を規定していること

※セルフ・キャリアドック制度を導入した事業主に対する助成率を

引き上げる取扱いについては、令和３年度限りで廃止
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６－１．人材開発支援助成金（特定訓練コース）
【改正後の内容】

・グローバル人材育成訓練に対する助成⇒令和３年度限りで廃止
・特定分野認定実習併用職業訓練に対する助成⇒令和３年度限りで廃止
・認定実習併用職業訓練におけるOJT実施助成額について、１人１時間

当たりの助成額から１人１訓練当たりの助成額に改める
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６－１．人材開発支援助成金（特定訓練コース）
【改正後の内容】
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６－２．人材開発支援助成金（教育訓練休暇付与コース）
【改正後の内容】
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６－２．人材開発支援助成金（教育訓練休暇付与コース）
【改正後の内容】

教育訓練短時間勤務制度の≪対象事業主≫
・被保険者が自発的職業能力開発を受けるために必要な教育訓練短時間勤務制度

を新たに導入する事業主であること
・教育訓練短時間勤務制度を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること
・事業内職業能力開発計画を被保険者に周知するとともに、教育訓練短時間勤務

制度の導入及び適用に係る計画（以下「制度導入・適用計画」という。）を作
成し、被保険者に周知した事業主であること

・制度導入・適用計画を都道府県労働局⾧に対して提出した事業主であること
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６－２．人材開発支援助成金（教育訓練休暇付与コース）
【改正後の内容】

教育訓練短時間勤務制度の≪対象事業主≫（つづき①）
・制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して６か月前の日から都道

府県労働局⾧に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書の提出日
までの間（以下「基準期間」という。）において、当該制度導入・適用計画
に係る事業所の労働者を解雇した事業主（天災その他やむを得ない理由のた
めに事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由によ
り解雇した事業主を除く。）以外であること
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６－２．人材開発支援助成金（教育訓練休暇付与コース）
【改正後の内容】

教育訓練短時間勤務制度の≪対象事業主≫（つづき②）
・制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であって基準期間に離職

したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者（雇用保険法第13条第３項に
規定する特定理由離職者又は同法第23条第２項に規定する特定受給資格者をい
う。）として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用
管理を行っていると認められること。

・制度導入・適用画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該制度導入・適用計
画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備していること。

・能開法第12条に規定する職業能力開発推進者を選任していること。
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６－２．人材開発支援助成金（教育訓練休暇付与コース）
【改正後の内容】

・教育訓練短時間勤務制度
≪支給額≫

経費助成:20万円〈24万円〉
※〈〉は生産性要件を満たした場合の金額

≪対象労働者≫
雇用保険法第４条に規定する被保険者（有期契約労働者等を含む）
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６－２．人材開発支援助成金（教育訓練休暇付与コース）
【改正後の内容】

見直し
・教育訓練休暇付与コース内の各制度の適用労働者について、有期契約

労働者等を追加
・教育訓練休暇制度及び⾧期教育訓練休暇制度の適用労働者については

雇用保険法第４条に規定する被保険者とする
・中小企業等担い手育成訓練に対する助成⇒令和３年度限りで廃止
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６－２．人材開発支援助成金（教育訓練休暇付与コース）
【改正後の内容】
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６－３．人材開発支援助成金（特別育成訓練コース）
【改正後の内容】
見直し
・有期実習型訓練におけるOJT実施助成額について、１人１時間当たりの

助成額から１人１訓練当たりの助成額に改める。
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６－４．人材開発支援助成金（自発的職業能力開発訓練の創設）
【改正後の内容】
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６－４．人材開発支援助成金（自発的職業能力開発訓練の創設）
【改正後の内容】
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７．通年雇用助成金

・通年雇用助成金の暫定措置の延⾧
季節労働者の移動就労に係る経費、休業に係る経費及び試行雇用
終了後の常用雇用に係る経費に対する助成について

⇒ 暫定措置の期間を３年間延⾧
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８．認定訓練助成事業費補助金
・認定訓練助成事業費補助金の暫定措置の廃止

東日本大震災により被災した認定職業訓練施設の復旧に係る施設費等の
補助率の引上げについては、令和３年度限りで廃止
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９．特定求職者雇用開発助成金（成⾧分野人材確保・育成コース）
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９．特定求職者雇用開発助成金（成⾧分野人材確保・育成コース）
支給額
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９．特定求職者雇用開発助成金（成⾧分野人材確保・育成コース）
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９．特定求職者雇用開発助成金（成⾧分野人材確保・育成コース）
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９．特定求職者雇用開発助成金（成⾧分野人材確保・育成コース）
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ご清聴ありがとうございました。
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